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介護離職、支援制度利用

の現状と対策の必要性 

◆介護離職に関するアンケ

ート結果 

東京商工リサーチが行っ

た「介護離職に関するアンケ

ート」の結果によると、2023

年８月までの１年間に介護

離 職 が 発 生 し た 企 業 は

10.1％あったそうです。離職

してしまった従業員の属性

は、正社員が 65.3％を占めて

います。 

一般的には、50歳代から親

の介護を担う必要が高まる

傾向にあります。つまり、働

き盛りの中堅以上の従業員

が、介護のために離職してし

まう可能性が高まるという

ことです。 

◆制度の利用状況 

一方、同調査では、介護休

業または介護休暇の利用状

況についての結果も示され

ています。介護離職した従業

員の半数以上（54.5％）が、

介護休業または介護休暇を

利用していなかったことが

わかりました。 

仕事と介護の両立支援を

マニュアルなどで明文化し

ている企業は 50.2％あった

とのことですので、従業員へ

の制度周知や会社による利

用の働きかけの不足、従業員

が周囲に遠慮してしまい休

暇が取りにくいといった状

況がうかがえます。 

◆育児・介護休業法の改正予

定 

2024 年の通常国会で、育

児・介護休業法の改正が予定

されています。 

従業員への介護に関する

情報提供や制度選択の意向

確認の義務化などが検討さ

れているほか、休業制度の利

用を促すための研修や相談

窓口の設置を求めることも

議論されるようです。 

「介護のことは従業員個

人の問題」という意識だった

り、介護に限らずそもそも休

暇が取りにくかったりとい

うのでは人を採用できる会

社にはなれない、という時代

になっているようです。今後

の法改正の動向も見ながら、

従業員の介護離職による損

失を防ぐ方策をしっかりと

考えていきたいですね。 

 

【東京商工リサーチ「介護離

職に関するアンケート」調査】 

https://www.tsr-

net.co.jp/data/detail/1198090

_1527.html 

 

価格交渉促進月間（令和

５年９月）のフォローア

ップ調査結果（速報版）が

公表されました 

 中小企業庁では、毎年３月

と９月の「価格交渉促進月

間」に合わせ、受注企業が、

実際にどの程度価格交渉・価

格転嫁できたかを把握する

ための調査を実施していま

す。 

 去る 11月 28日に、2023年

９月の価格交渉促進月間に

おける中小企業・小規模事業

者の価格転嫁・価格交渉に関

する調査結果が公表されま

した。 

◆全体的な傾向 

価格転嫁・価格交渉とも

に、「コストが上昇していな

いため、価格転嫁は不要であ

る」旨の回答の割合が、約２

倍に増加しました。 

 

◆価格交渉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「発注企業からの交渉申

し入れをきっかけに交渉が

行われた」企業の割合が約２

倍に増加、②また、「コスト

が上昇し、交渉を希望した

が、交渉が行われなかった」

企業の割合は減少という結

果となり、価格交渉しやすい

雰囲気が徐々に醸成されつ

つあります。 

◆価格転嫁 

 ①コスト全体の転嫁率は、

前回調査と比較して微減し、

45.7％となったものの、②

「全く転嫁できなかった」ま

たは「コストが上昇したのに

減額された」企業の割合は減

少という結果となり、価格転

嫁の裾野は広がりつつあり

ます。 

◆今後のスケジュール（予

定） 

 2023 年 12月以降に調査結

果（確報版）が公表されます。 

 また、2024年１月に発注企

業ごとの価格交渉・価格転嫁

の評価を記載したリストを

公表し、評価が芳しくない企

業に対する、所管大臣名によ

る指導・助言が行われること

とされています。 

 

【経済産業省「中小企業の価

格転嫁に関する調査結果（速

報版）  価格交渉促進月間

（2023 年 9 月）フォローアッ

プ調査」】 

https://www.meti.go.jp/pre

ss/2023/11/20231128005/202

31128005.html 

 

 

１月の税務と労務の手

続期限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民

税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの

納付の特例を受けてい

る場合には、令和 5 年 7

月から 12 月までの徴収

分を 1 月 22 日までに納

付 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞［公共職業安

定所］ 

31 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・

報酬等支払調書・同合計

表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出

＜１月１日現在のもの

＞［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産

に関する申告［市区町

村］ 

○ 個人の道府県民税・市町

村民税の納付＜第４期

分＞［郵便局または銀

行］ 

○ 労働者死傷病報告の提

出＜休業４日未満、10

月～12 月分＞［労働基

準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険料納付＜延納

第３期分＞ 

～当事務所より一言～ 

あけましておめでとうご

ざいます。本年もよろしく

お願いいたします。 

1 月 1 日には大地震があり

驚きました。被災地の方の

健康とライフラインの復

旧が進むようお祈りしま

す。 

皆様も『健康第一』で良き

1 年になりますように(祈) 

 

 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞［公共

職業安定所］ 

○ 固定資産税に係る住宅

用地の申告［市区町村］ 

本年最初の給料の支払を受

ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除

等（異動）申告書の提出

［給与の支払者（所轄税

務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収

簿の書換え［給与の支払

者］ 

 


